
東京都北区商店街環境整備事業補助金交付要綱 

 
平成１５年３月３１日 

                         １４北地産第１１５５号区長決裁 
 
（目的） 

第１条 この要綱は、区内の商店街等が地域の特性を活かし安全で利便性のある商店街に

するために行う街路灯、アーチ等の共同施設の設置に対して、予算の範囲内において事業

に要する経費の一部を補助することにより、商店街を含む地域活性化を促進し、もって区

内商業振興に寄与することを目的とする。 
 
（補助対象事業及び補助限度額） 

第２条 補助対象事業、補助率及び補助限度額は、別表第１のとおりとする。ただし、千

円未満の端数は切り捨てるものとする。 
２ 別表第１に掲げるカラー舗装事業の実施については、この要綱のほか、別に定める 
区のカラー舗装事業実施取扱基準によるものとする。 

 
（定義） 

第３条 この要綱において、「商店街」とは、次に掲げる要件に該当するものをいう。 
（１）区内の一定区域（以下｢当該区域｣という）で、中小小売商業又はサービス業に属す

る事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。 
（２）社会通念上消費者により、まとまった買い物の場として認識されていること。 
（３）当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。 
（４）当該区域で活動を行うための会則又は規約、役員名簿並びに２４箇月分の決算書及

び関係帳簿（以下「会則等」という）を有していること（別表第１（３）の欄に掲げ

る事業につき第６条の規定による交付申請を行うものを除く）。 
２ この要綱において、「商店街等」とは、次に掲げるものをいう。 
（１）商店街 
（２）商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）による商店街振興組合 
（３）中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）による事業協同組合 
３ この要綱において、「補助事業者」とは、補助事業を実施する前条の補助対象商店街を

いう。 
４ この要綱において、「補助事業」とは、別表第１の補助対象事業となる環境整備事業を

いう。 
５ この要綱において、「小額支援事業」とは、補助事業のうち、商店街等が防災、環境等

当該商店街等に相応しいテーマを揚げて、総事業費３６万円以下の事業を実施する場合、

特別に支援する事業をいう。 
 
（補助金の交付対象） 

第４条 区長は、補助事業者のうち別表第２の補助対象事業を行うために必要な経費（補

助対象経費）のうち区長が必要と認めたものについて補助事業者に対し交付するものと

する。 



２ 前項に規定する補助事業者が行う事業は、当該年度の４月１日から翌年の３月３１日

までの期間に実施完了した事業とする。 
３ 第１項の場合において補助事業者が行う補助事業は、前年度に東京都北区商店街環境

整備事業補助金事前協議申請書（別記第１号様式）を区長に提出した補助事業者で１事

業とする。 
４ 小額支援事業に係る補助は、次に掲げる場合には申請できない。 
（１）当該年度において別表第３に掲げる商店街振興に係る事業を申請する場合 
（２）前年度において別表第３に掲げる商店街振興に係る事業についての補助金の交付を

受けた場合 
 

（事前協議） 
第５条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合、補助事業実施年度の前年度   
 に東京都北区商店街環境整備事業補助金事前協議申請書を区長に提出し、区長と予定事

業の内容を協議し、区の簡易診断を受け、その診断及び結果の内容を遵守するものとす

る。 
２ 補助事業者は、前項の東京都北区商店街環境整備事業補助金事前協議申請書に添付し

て、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。 
（１）事業経費見積書 
（２）その他区長が必要と認めた書類 

 
（補助金の交付申請） 

第６条  補助事業者は、補助事業を実施して補助金の交付を受けようとするときは、東京   
都北区商店街環境整備事業補助金交付申請書（別記第２号様式）を以下の書類とともに

区長に提出しなければならない。 
（１）見積書 
（２）道路占用許可書 
（３）その他区長が必要と認めた書類 
 
（補助金の交付決定） 

第７条  区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けた場合は、その内容を調査及び審 
査の上、適正と認められるときは補助金の交付決定を行い、東京都北区商店街環境整備

事業補助金交付決定通知書（別記第３号様式）により、不適正と認められるときは、補

助金の不交付決定を行い、東京都北区商店街環境整備事業補助金不交付決定通知書（別

記第４号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 
 
（交付要件） 

第８条 区長は、補助金の交付決定に関して、次の条件を付することとする。 
（１）補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産「以下「取得財産等」という。 

については、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。 
（２）取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持っ 

て管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ること。 
（３）取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、又は債務の 

担保に供しようとする場合は、区長の承認を得ること。 



（４）取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付 
した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付すること。 

（５）商店街等が行う補助事業の実施又はこれによる取得財産等の運営若しくは貸与によ

り相当の収益が生じたときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に

納付すること。 
（６）補助事業の完了後、区からの要求があったときは、事業内容等について常に公開で 

きるよう書類を整備すること。この場合において、公開期限は補助事業の完了した日 
の属する会計年度の終了後５年間とする。 

（７）その他特に区長が定めた条件 
 
（申請の取消し） 

第９条 補助事業者は、第７条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、

補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から１４日

以内に、 その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。 
２ 補助事業者は、第６条の規定による交付申請後に申請を取り下げようとするときは、

その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。 
 
（事故報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が当該年度内に完了することができないと見込まれる

とき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに東京都北区商店街環境整備

事業補助金に係る遅延等報告書（別記第５号様式）を区長に提出し、その指示を受けな

ければならない。 
 
（補助事業の内容変更等） 

第１１条 補助事業者は、事業の名称、実施期間等の内容を著しく変更しようとする場合 
又は中止しようとする場合には、あらかじめ東京都北区商店街環境整備事業変更（中止）

承認申請書（別記第６号様式）を区長に提出し、その承認を受けなければならない。 
２ 区長は、前項の承認をしたときは、東京都北区商店街環境整備事業変更（中止）承認

書（別記第７号様式）を、商店街等に交付するものとする。 
 
（実績報告） 

第１２条   補助事業者は、補助事業が完了したとき又は、補助金の交付決定日の属する会 
 計年度が終了したときは、速やかに東京都北区商店街環境整備事業実績報告書（別記８

号様式）を区長に提出しなければならない。 
２  前項の規定による報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
（１）事業の実績 
（２）事業費経費別明細 
（３）見積書及び契約書の写し 
（４）請求書及び領収書の写し 
（５）事業内容のわかる写真 
（６）その他区長が必要と認めた書類 
     
（完了検査） 



第１３条 補助事業者は、区長が補助事業の完了状況及び経理等の状況について検査を求

めた場合、これに応じなければならない。 
 
（補助金の額の確定） 

第１４条 区長は、実績報告及び完了検査の内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交

付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し東京

都北区商店街環境整備事業補助金交付確定通知書（別記第９号様式）により補助事業者

に通知するものとする。 
２ 前項の規定により交付すべき補助金の確定額は、補助事業に要した経費により算出し

た金額又は補助金交付決定額のいずれか低い額とする。 
 
（補助金の請求） 

第１５条 補助事業者は、前条の規定により補助金の確定通知を受けた場合は、速やかに

東京都北区商店街環境整備事業補助金請求書（別記第１０号様式）を区長に提出しなけ

ればならない。 
 
（補助金の支払い） 

第１６条 区長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金（都・

区負担分）を補助事業者に対して支払うものとする。 
 
 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 
第１７条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに東京都北区商

店街環境整備事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書（別記第

１１号様式）により、区長に報告しなければならない。 
２ 区長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税の仕入控除税額相

当額の全部又は一部の返還を命じるものとする。 
 
（交付決定の取消し） 

第１８条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 
（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 
（２）補助金を他の用途に使用したとき。 
（３）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に

基づく命令に違反したとき。 
 
（補助金の返還） 

第１９条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、補助

事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、

期限を定めてその返還を命ずる。 
２ 区長は、前条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合におい

て、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ず

る。 



（補助金の経理等） 
第２０条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書

類を整理し、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存し

なければならない。 
 
（違約金及び延滞金の納付） 
第２１条 第１８条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第１

９条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、商店街等が補助金を受領した

日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額（一部を返還した場合のその後の期間に

おいては既返還額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した違

約加算金（１００円未満の場合を除く。）を商店街等に納付させなければならない。 
２ 補助金の返還を命じた場合において、商店街等が定められた納期日までに補助金を納

付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日数に応じ、その未納付額につき年１０．

９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付させなけ

ればならない。 
３ 前２項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても３６５日当

たりの割合とする。 
 
 （違約加算金の基礎となる額の計算） 
第２２条 前条第１項の規定により、違約加算金の納付を命じた場合において、商店街等

の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該

返還を命じた補助金の額に充てるものとする。 
 
 （延滞金の基礎となる額の計算） 
第２３条 第２１条第２項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命

じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る

延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 
 
（その他） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、地域振興部長

が別に定める。 
 

付 則 
１（施行期日） 
 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 
２（経過措置） 
要綱第５条別表２で規定するアーチ・街路灯の改修事業（ポール塗装、根巻き補強、

灯具交換を除く、電球等の消耗品交換、看板の清掃等）は、平成１５年度のみの経過措

置として、補助率１／２を適用する。 
付 則（平成１６年１２月２０日付１６北地産第５７７号区長決裁） 

この要綱は、平成１６年１２月２０日から適用する。 
付 則（平成１７年６月９日付１７北地産第９７号区長決裁） 

 この要綱は、平成１７年４月１日から適用する。 



付 則（平成２１年３月３１日区長決裁２０北地産第２７６６号） 
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
付 則（平成２３年７月５日区長決裁２３北地産第１６２０号） 

この要綱は、平成２３年７月５日から施行する。 
 付 則（平成２４年３月３０日区長決裁２３北地産第３０３７号） 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
付 則（平成２５年９月２４日区長決裁２５北地産第２０４８号） 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 
付 則（平成２６年３月２７日区長決裁２５北地産第３０８４号） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
付 則（平成２６年６月１３日区長決裁２６北地産第１４７０号） 

この要綱は、平成２６年６月１３日から施行する。 
付 則（平成２７年４月１日区長決裁２７北地産第１００５号） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
付 則（平成２８年３月２日区長決裁２７北地産第３００１号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
付 則（令和３年１１月１７日区長決裁３北地産第２２７２号） 

この要綱は、令和３年１１月１７日から施行する。 
付 則（令和４年１月１３日３北地産第２６９４号副区長専決） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



別表第１（第２条関係） 
補助対象事業及び補助率一覧 

補助対象事業 補助率 補助限度額 

（１）施設を整備する事業 
（主な事業内容） 

①街路灯整備、改修、立替えに伴う撤去 ②カラー舗装

③アーケード改修 ④アーチ整備、改修  
⑤モニュメント設置 ⑥放送用スピーカー設置  
⑦商店街会館建設、改修 ⑧商店街事務所設置、改修 

⑨統一看板設置 ⑩ポケットパーク整備  
⑪ファサード整備 ⑫来街者用トイレ設置  
⑬駐車場・駐輪場整備 ⑭基本設計、実施設計 
⑮その他、区長が認めるもの 

補助対象経費

の２／３以内

ただし、小額

支援事業につ

いては、補助

対象経費の８

／９以内 

第３条第２項

（ ２ ） 及 び

（３）につい

て は １ 億 円

（小額支援事

業については

３２万円） 

第３条第２項

（１）につい

ては２千万円

（小額支援事

業については

３２万円） 

（２）商店街等の解散により街路灯撤去のみを行う事業 
補助対象経費

の１／２以内 
１基あたり 
７万５千円 

 
 
別表第２（第４条関係） 
補助対象経費 

区分 

施設整備に要する経費 

 ＊百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選

定すること。   
 
 
補助対象外経費 

区分 

法定耐用年数に満たない既存施設に係る機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 

既存施設の消耗品の交換に係る経費 

土地の取得、賃借、造成又は補償に係る経費 

補助事業に直接必要のない経費 

 
 



別表第３（第４条関係） 
商店街振興に係る事業 

（１）東京都北区商店街イベント支援事業（小額支援事業を除く。） 
（２）東京都北区がんばる商店街支援事業 
（３）東京都北区商店街にぎわい再生プロジェクト推進事業 
（４）東京都北区商店街街路灯ＬＥＤ化推進事業 

 


